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平成２８年度　富山県の中小企業向け主要施策及び融資制度

特 集

　富山県では中小企業向けに様々な施策や融資を実施しています。主要施策と各機関の融資制度を
一部抜粋して紹介します。

１　創業を考えている方への支援

創業・ベンチャー挑戦応援事業

１．対象者
　県内で１年以内に創業予定又は創業後３年
以内の中小企業者等
２．内容
　新規性・独自性のある事業計画の実施につ
いて必要な経費の一部を助成
３．補助率・補助限度額
　⑴補助率
　　１/２
　⑵補助限度額
　　製造業・建設業２，０００千円、その他の業
種（卸小売サービス業等）１，０００千円
４．お問い合わせ
　富山県新世紀産業機構
　中小企業支援センターTEL　０７６－４４４－５６０５

 

１．対象者
　県外在住の創業者（県内で１年以内に創業
予定又は創業後３年以内の中小企業者等）
２．内容
　県内での新規性及び成長性のある独創的な
商品・ノウハウ・アイディアなどを活用した
新商品・新サービスの研究開発及びその事業
化について必要な経費の一部を助成
３．補助率・補助限度額
　⑴補助率
　　１/２
　⑵補助限度額
　　製造業・建設業２，０００千円、その他の業
種（卸小売サービス業等）１，０００千円

プラン公募型起業家誘致事業
（とやま中小企業チャレンジファンド）

４．お問い合わせ
　富山県新世紀産業機構
　企画管理課TEL　０７６－４４４－５６００

若者・女性・シニア創業チャレンジ支援事業

１．対象者
　県内で１年以内に創業予定又は創業後３年
以内の中小企業者等
２．内容
　若者・女性・シニアのアイデア等を活かし
た事業計画の実施について必要な経費の一部
を助成
３．補助率・補助限度額
　⑴補助率
　　１/２
　⑵補助限度額
　　製造業・建設業２，０００千円、その他の業
種（卸小売サービス業等）１，０００千円

４．お問い合わせ
　富山県新世紀産業機構
　中小企業支援センターTEL　０７６－４４４－５６０５

インキュベーション施設の提供

１．対象
　新事業分野や研究開発に取り組む企業等
２．内容
　情報通信環境を整備したオフィススペース
を低廉な家賃で提供します。
３．お問い合わせ
　富山県産業創造センターTEL　０７６６－２６－５１５１
　富山県総合情報センターTEL　０７６－４３２－１１１６
　富山県産業高度化センターTEL　０７６６－６２－０５００
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２　新事業展開を考えている方への支援

 

１．対象者
　北陸新幹線の開業、外航クルーズ及び台北
便就航等交通基盤の拡充に関連して行う新商
品・新サービスの開発等を行う中小企業及び
中小企業者のグループ
２．内容
　新商品開発、新サービス提供等に要する経
費の一部を助成
３．補助率・補助限度額
　⑴補助率　１/２
　⑵補助限度額　１，０００千円
４．お問い合わせ
　富山県新世紀産業機構
　取引設備支援課TEL　０７６－４４４－５６４４

 

１．対象者
　新商品・新サービスの開発によって新たな
事業分野の開拓を図るベンチャー企業、中小
企業者等
２．内容
　当該事業者の新商品・新サービスを県が認
定し、随意契約で率先して調達、利用後の意
見をフィードバック
３．お問い合わせ
　富山県商工労働部経営支援課
　創業・ベンチャー係TEL　０７６－４４４－３２４７

ビジター対応ビジネス支援事業
（とやま中小企業チャレンジファンド）

トライアル発注認定制度
（新事業分野開拓事業者認定事業）

とやま新事業創造基金　地域資源ファンド

１．対象者
　本県の特色ある地域資源を活用した商品開
発等を行う中小企業者
２．補助率・補助限度額・期間
　⑴補助率　１/２以内
　⑵補助限度額　６，０００千円
　⑶期間　最長平成２９年１２月末まで
３．お問い合わせ
　富山県商工労働部
　経営支援課TEL　０７６－４４４－３２４９
　富山県新世紀産業機構
　取引設備支援課TEL　０７６－４４４－５６５０

とやま新事業創造基金　農商工連携ファンド

１．対象者
　新商品開発等に取り組む中小企業者と農林
漁業者との連携体等
２．補助率・補助限度額・期間
　⑴補助率　２/３以内
　⑵補助限度額　８，０００千円
　⑶期間　最長平成３０年１２月末まで
３．お問い合わせ
　富山県商工労働部
　経営支援課TEL　０７６－４４４－３２４９
　富山県新世紀産業機構
　取引設備支援課TEL　０７６－４４４－５６５０

３　職業能力開発に関する支援

在職者の能力向上に対する支援

１．支援メニュー及び内容
　⑴ものづくり人材パワーアップ研修
　　次世代を担う若手・中堅技能者のニーズ
にきめ細かく対応したスキルアップ研修を
実施

　⑵高度技能人材育成研修
　　熟練技能者等の活用により、中小企業在
職者のものづくり技能の向上を図る研修を
実施

　⑶グローバル企業人材育成支援事業
　対象：グローバル人材を育成したい、県が

指定する分野に該当する県内企業
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　内容：海外展開の担い手となる社員の海外
研修にかかる費用を１人あたり最大
３０万円補助

　⑷能力開発セミナー
　　企業の人材育成ニーズに応じた在職者向
け職業訓練（レディメイド型、オーダーメ
イド型）を実施
　　・技能向上コース
　　・グローバルコース

　　・成長分野コース
　　・デジタルものづくりコース
２．お問い合わせ
⑴～⑶
　富山県商工労働部
　　職業能力開発課TEL　０７６－４４４－３２５９
⑷富山県技術専門学院
　　企画管理課TEL　０７６－４５１－８８０２

４　技術開発を考えている方への支援

 

１．対象者
　新商品・新技術の研究開発等による競争力
強化の取り組みを行う中小企業者及び中小企
業者のグループ
２．内容
　新商品・新技術の研究開発に要する経費の
一部を助成
３．補助率・補助限度額
　⑴補助率　１/２
　⑵補助限度額　２，０００千円
４．お問い合わせ
　富山県新世紀産業機構　
　産学官連携推進センター
　　TEL　０７６－４４４－５６０６

ものづくり研究開発支援事業
（とやま中小企業チャレンジファンド）

 

１．対象者
　小規模企業における次のいずれかの要件を
満たす新商品・新技術開発等
・２社以上の小規模企業の連携によるもの
・商工団体の経営指導等を受けた事業計画に
よるもの

２．内容
　新商品・新技術開発等に要する経費の一部
を助成
３．補助率・補助限度額
　⑴補助率　１/２
　⑵補助限度額　５００千円
４．お問い合わせ
　富山県新世紀産業機構
　中小企業支援センター
　　TEL　０７６－４４４－５６４６

小さな元気企業応援事業
（とやま中小企業チャレンジファンド）

５　デザイン開発を考えている方への支援

富山県総合デザインセンターによる支援

１．対象者
　デザインを活用した商品開発に取り組む中
小企業者
２．内容
　⑴デザイン開発支援
　　施設設備の利用、商品化や商品開発の相
談、共同商品開発 

　⑵デザイン人材育成　
　　各種研修等（CAD/CAM、グラフィック
関連ソフトの操作等）

　⑶デザイン情報発信
　　ライブラリーの開放、企画展、機関紙の
発行

３．お問い合わせ
　富山県総合デザインセンター
　　TEL　０７６６－６２－０５１０
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６　知的財産権等に関する支援

知的財産権等に関する支援

１．対象企業
　特許、実用新案、意匠、商標権について知
りたい、相談したい中小企業者
２．内容
　⑴相談等
　⑵情報提供
　⑶特許検索指導
　　特許情報プラットフォームの活用など、
特許情報検索に必要な基礎知識から活用の
仕方まで助言 

　⑷特許流通支援（特許流通コーディネーター）
　・企業、大学、研究機関等の保有する特許
の移転・導入を支援

　・県内企業に対する開放特許の移転・導入
支援、特許流通に関する相談・指導

　⑸講演会・講習会の開催
３．お問い合わせ
　各商工会議所・商工会（「知財駆け込み寺」
相談窓口）
　富山県発明協会（⑴～⑶、⑸）
　　TEL　０７６６－２７－１１５０
　富山県知的所有権センター（⑴、⑵、⑷）
　　TEL　０７６６－２９－１２５２

７　外部の専門家を活用したい方への支援

専門家派遣事業

１．対象
　経営革新等を行い経営の向上を目指す意欲
のある県内の中小企業者又は創業予定者
２．内容
　登録専門家が企業を訪問し、財務・経営・
技術など経営課題に対して助言
３．お問い合わせ
　富山県新世紀産業機構
　中小企業支援センター
　　TEL　０７６－４４４－５６０５

エキスパートバンク事業

１．対象
　県内の小規模事業者をはじめとする中小企
業者
２．内容
　企業の体質改善・強化の問題について、専
門家が直接訪問し具体的・実践的に指導・助
言
３．お問い合わせ
　県内各商工会議所・商工会

８　企業再生を考えている方への支援

中小企業再生支援協議会

１．対象
　企業再生を考えている方
２．内容
　窓口相談の実施や対応策のアドバイス等専
門知識を持ったスタッフが再生の取組みを支
援

３．お問い合わせ
　富山県中小企業再生支援協議会（富山県新
世紀産業機構内）
　　TEL　０７６－４４４－５６６３
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県　の　融　資　制　度

資　金　使　途融　　資　　対　　象資　　金　　名

設備資金
運転資金

福祉、環境、特産品の加工等、地域に貢献する事業（コミュニティビジネス）
を行う者で、有償で行われるなどビジネス要件を備えている事業者

地域貢献型事業
（コミュニティ
ビジネス）支援枠

新 事 業
展開支援
資 金

設備資金
運転資金

中小企業新事業活動促進法の認定（計画承認）を受けた事業を行う中小企業者
で、当該事業に要する資金経 営 革 新 枠

設備資金
運転資金

現在の事業と日本標準産業分類細分類が異なる事業を新たに行い、新事業の占
める割合が５年以内に１／４以上となることが見込まれる事業展開を行う中小
企業者または出資法人で、当該事業に要する資金

新 事 業 展 開
支 援 枠

設備資金
運転資金

現在の事業と日本標準産業分類細分類が異なる事業を新たに行う建設業、卸・
小売業を営む中小企業者で、当該事業に要する資金

建 設 業 等
新 分 野 進 出
支 援 枠

◆新事業の展開を支援

※１　中小企業者の経営状況に応じて、保証料率が決定されます。なお、富山県信用保証協会において、設備資金に係る事
業資金の独自保証料率割引を実施しています。（平成２９年３月３１日まで）

※２　建物（土地）の取得については、事前にご相談ください。

資　金　使　途融　　資　　対　　象資　　金　　名

設備資金
運転資金

⑴　事業を営んでいない個人が事業を開始する予定があるもの
⑵　事業を開始した中小企業者であって創業後２年以内のもの創 業 者 枠

創業支援
資 金

設備資金
運転資金

⑴　後継者不足等のため存続見通しがつかない中小企業者から当該事業を承継
するもの

⑵　相続時の資金繰りが困難なこと等により事業の存続見通しがつかない相続
人

（事業資産の取得資金、法人継承者による経営権（株式）買取資金、その他継
承事業の運営に必要な資金を対象としています）

事業承継支援枠

◆創業時の資金繰りを支援

◆設備投資の促進・新成長産業への挑戦

資　金　使　途融　　資　　対　　象資　　金　　名

設備資金
（設備投資に伴う
運転資金）
※運転資金のみの
利用は不可

工場・店舗・事務所等の新増設や機械設備、事業用車両、店舗設備等を導入す
る中小企業者（駐車場、資材置場などの更地の取得は対象になりません）設 備 投 資 促 進 基 金

設備資金
（設備投資に伴う
運転資金）
※運転資金のみの
利用は不可

老朽化した生産設備から生産性またはエネルギー効率が１％以上向上する生産
設備への入替えもしくは新たに増設する中小企業者

生活性向上支援枠

取扱期間
平成３１年３月３１日まで

設備資金
（設備投資に伴う
運転資金）
※運転資金のみの
利用は不可

次のいずれかの事業を営む中小企業者で、当該事業に必要な資金または産学官
連携により当該事業に係る新技術・新製品の研究開発等に必要な資金
⑴　再生可能エネルギー・資源有効活用に係る装置・部品等の製造業
⑵　医療・介護・健康関連分野の製造業
⑶　富山湾の海洋深層水を活用した製品の製造業
⑷　先端ものづくり分野（航空機、ロボット、次世代自動車、最先端IT、高機
能素材分野、デジタルものづくり分野）に係る装置・部品等の製造業

新成長産業育成支援資金

設備資金
（設備投資に伴う
運転資金）
※運転資金のみの
利用は不可

再生可能エネルギー（太陽光、風力、中小水力、バイオマス、地熱）を利用し
た発電設備の導入を行う中小企業者

再生可能エネルギー
利 用 促 進 資 金



―　　―６

・支払い済みの資金は、融資対象になりません。

・設備資金は、資産として計上するものが対象になります。

利用上の注意点

融　資　申　込　先　等

融　　資　　条　　件

保証料率（※１）
（平成２８年４月１日現在）

融　資　利　率
（平成２８年４月１日現在）期間（うち据置期間）限度額（万円）

商工会議所または商工会の
認定書を添えて、取扱金融
機関を経由のうえ県経営支
援課

年０．３５％～年１．０５％年１．３０％以内
設備資金
　７年以内（１年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）

２，０００

取扱金融機関を経由のうえ
県経営支援課年０．７％年１．３０％以内

設備資金
　１０年以内（３年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）

１億円
（うち運転資金１，５００）

取扱金融機関を経由のうえ
県経営支援課年０．３５％～年１．０５％年１．３０％以内

設備資金
　７年以内（１年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）

４，０００
（うち運転資金１，０００）

取扱金融機関を経由のうえ
県経営支援課年０．３５％～年１．０５％年１．３０％以内

設備資金
　７年以内（１年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）

４，０００
（うち運転資金１，０００）

※県経営支援課　０７６－４４４－３２４８

融　資　申　込　先　等
融　　資　　条　　件

保証料率（※１）
（平成２８年４月１日現在）

融　資　利　率
（平成２８年４月１日現在）期間（うち据置期間）限度額（万円）

取扱金融機関を経由のうえ
県経営支援課

年０．６％
保証必須年１．２５％以内

設備資金
　７年以内（１年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）

３，０００
創業予定者
２，５００

取扱金融機関を経由のうえ
県経営支援課年０．３５％～年１．０５％年１．２５％以内

設備資金
　７年以内（１年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）
※設備投資に伴い、建物（土
地）を同時に取得する場
合（※２）１０年以内（１
年以内）

５，０００
（うち運転資金３，０００）
※設備投資に伴い、建物
（土地）を同時に取得
する場合（※２）１億
円

※県経営支援課　０７６－４４４－３２４８

融　資　申　込　先　等

融　　資　　条　　件

保証料率（※１）
（平成２８年４月１日現在）

融　資　利　率
（平成２８年４月１日現在）期間（うち据置期間）限度額（万円）

取扱金融機関を経由のうえ
県経営支援課年０．３５％～年１．０５％

年１．６５％以内

取扱期間
平成２９年３月３１日まで

設備資金
　７年以内（１年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）
※設備投資に伴い、建物（土
地）を同時に取得する場
合（※２）１０年以内（１
年以内）

５，０００
（うち運転資金１，０００）
※設備投資に伴い、建物
（土地）を同時に取得
する場合（※２）１億
円

取扱金融機関を経由のうえ
県経営支援課年０．３５％～年１．０５％

年１．２５％以内

小規模企業者の場合
年１．２０％以内

設備資金
　７年以内（１年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）

５，０００
（うち運転資金１，０００）

取扱金融機関を経由のうえ
県経営支援課年０．３５％～年１．０５％年１．１０％以内

設備資金
　１０年以内（１年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）

１億円
（うち運転資金１，０００）

取扱金融機関を経由のうえ
県経営支援課年０．３５％～年１．０５％

年１．１５％以内

太陽光売電設備は
年１．３０％以内

設備資金
　１０年以内（１年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）

１億円
（うち運転資金１，０００）

兼
験

券
鹸

※県経営支援課　０７６－４４４－３２４８



―　　―７

◆地域の活力向上を支援

資　金　使　途融　　資　　対　　象資　　金　　名

設備資金
運転資金

⑴　県外で１年以上事業を営んでいる中小企業者で、新たに富山県内で事業を
開始する予定があるものまたは県内で事業開始後１年以内のもの

　　法人：本社機能や研究開発拠点の移転、県内における新たな支店・営業
所の開設など

　　個人：事業所の移転など
　※次の場合は融資利率を優遇：①県内雇用５人以上の場合、②地方活力向上
地域特定業務施設整備計画（知事の認定を受けたものまたは認定を受ける
見込みのもの）による場合

⑵　地域活力向上地域特定業務施設整備計画（知事の認定を受けたものまたは
認定を受ける見込みのもの）に基づく施設・設備等の導入を行う県内中小
企業者

県内進出・本社
機 能 等 強 化
支 援 枠

地方創生
推進資金

設備資金

次の設備整備等を行い、子育て支援に関する環境整備に取り組む中小企業者
⑴　事業所内保育施設や授乳室の設置など子育てしやすい職場環境の整備
⑵　商店街の段差解消や小児用トイレ・ベビーシートの設備等の子育てバリア
フリー

少子化対策枠

設備資金
運転資金

次のいずれかに該当する中小企業者で、当該事業に必要な資金
⑴　地域産業資源活用事業計画、農商工等連携事業計画に係る事業または左記
事業に係る国の補助金、とやま新事業創造基金の補助金の交付決定を受けた
もの

⑵　「明日のとやまブランド」育成対象に選定された事業者
⑶　富山県トライアル発注制度の認定を受けた事業者（認定日から３年以内）
⑷　富山プロダクツに選定された事業者（選定日から５年以内）

ブランド力向上
支 援 枠

設備資金
運転資金

デザイン産業・コンテンツ産業（映像（映画・アニメ）、音楽、ゲーム、ソフト
ウェアの制作を担う産業）に属する事業を営む中小企業者で、従業員を新たに
雇用するもの

デザイン産業・
コンテンツ産業
支 援 枠

設備資金
運転資金

⑴　海外市場へ進出する中小企業者が、支店・営業拠点等の海外事業拠点の開
設（合弁会社等の海外現地法人の設立を含む）に要する資金

　※県内事業所の規模縮小・従業員の減少を伴わないものを対象としています
⑵　海外市場へ進出する中小企業者が、海外向け製品の生産・販売等に要する
資金

　※生産は県内で行われるものに限ります

海外市場開拓
支 援 枠

◆商業・商店街等の活性化

資　金　使　途融　　資　　対　　象資　　金　　名

⑴　商店街
　設備資金
　運転資金
⑵　その他
⑶　組合
　設備資金

⑴　商店街において、出店（新規・空き店舗）、店舗の改装、集配センターの設
置を行う中小商業・サービス業者

⑵　空き店舗への出店、店舗の改装、集配センターの設置を行う中小商業・サ
ービス業者（商店街以外のエリアを対象）

⑶　商店街整備計画に基づきその環境整備を行う組合

商 業 ・ サ ー ビ ス 業
活 性 化 資 金

設備資金

（一般枠）
次の施設・設備整備等を行う観光旅館業者（中小企業者以外のものを含む）
⑴　宿泊施設の新設、増設及び改修
⑵　宿泊施設の付帯施設（駐車場・店舗等）の新設、増設及び改修
⑶　宿泊施設整備のために行われる土地の取得
⑷　設備の導入及び既存設備の改善

観光旅館施設
整 備 枠

設備資金
（設備投資に伴う
運転資金）
※運転資金のみの
利用は不可

（特別枠）
次の施設・設備整備等を行う観光旅館業者
（中小企業者で富山県ホテル・旅館生活衛生同業組合の組合員）
⑴　宿泊施設の新設、増設及び改修
⑵　宿泊施設の付帯施設（駐車場・店舗等）の新設、増設及び改修
⑶　宿泊施設整備のために行われる土地の取得
⑷　設備の導入及び既存設備の改善

兼
献
験

券
献
鹸

※１　中小企業者の経営状況に応じて、保証料率が決定されます。なお、富山県信用保証協会において、設備資金に係る事
業資金の独自保証料率割引を実施しています。（平成２９年３月３１日まで）

※２　建物（土地）の取得については、事前にご相談ください。



―　　―８

融　資　申　込　先　等
融　　資　　条　　件

保証料率（※１）
（平成２８年４月１日現在）

融　資　利　率
（平成２８年４月１日現在）期間（うち据置期間）限度額（万円）

取扱金融機関を経由のうえ
県経営支援課年０．３５％～年１．０５％

⑴　年１．３０％以内
　①に該当する場合
　　年１．２５％以内
　②に該当する場合
　　年１．２０％以内

⑵　年１．２０％以内

設備資金
　７年以内（１年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）
※設備投資に伴い、建物（土
地）を同時に取得する場
合（※２）１０年以内（１
年以内）

５，０００
（うち運転資金３，０００）
※設備投資に伴い、建物
（土地）を同時に取得
する場合（※２）１億
円

取扱金融機関を経由のうえ
県経営支援課年０．３５％～年１．０５％年１．１５％以内７年以内（１年以内）３，０００

取扱金融機関を経由のうえ
県経営支援課年０．３５％～年１．０５％年１．３０％以内

設備資金
　１０年以内（１年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）

７，０００
（うち運転資金１，０００）

取扱金融機関を経由のうえ
県経営支援課年０．３５％～年１．０５％年１．３０％以内

設備資金
　７年以内（１年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）

３，０００

取扱金融機関を経由のうえ
県経営支援課年０．３５％～年１．０５％

年１．３０％以内

TPP域内対象の場合
年１．２５％以内

設備資金
　１０年以内（１年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）

設備資金
４，０００
運転資金
１，０００

融　資　申　込　先　等
融　　資　　条　　件

保証料率（※１）
（平成２８年４月１日現在）

融　資　利　率
（平成２８年４月１日現在）期間（うち据置期間）限度額（万円）

取扱金融機関を経由のうえ
県経営支援課年０．３５％～年１．０５％

⑴　商店街
　年１．３０％以内
⑵　その他
⑶　組合
　年１．４５％以内

設備資金
　７年以内（１年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）

設備資金
　⑴　商店街　５，０００
　⑵　その他　３，０００
　⑶　組合　　１億円
運転資金
　⑴　商店街　１，０００

取扱金融機関を経由のうえ
県観光課年０．３５％～年１．０５％

年１．９０％以内７年以内（１年以内）３，０００

年１．４５％以内

設備資金
　１０年以内（１年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）

５，０００
（うち運転資金１，０００）

※県経営支援課　０７６－４４４－３２４８
※県観光課　　　０７６－４４４－４５６５

※県経営支援課　０７６－４４４－３２４８
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資　金　使　途融　　資　　対　　象資　　金　　名

当該施設整備等に
要する設備資金

次の施設整備等を行う中小企業者
⑴　公害防止施設の整備
⑵　フロン等対策施設の整備
⑶　廃棄物のリサイクル施設の整備
⑷　地下水の保全・水資源の有効利用施設の整備
⑸　山岳地トイレの整備
⑹　温室効果ガスの排出抑制施設の整備
⑺　低公害車の導入　　　　　　　　　　　　　　等

環 境 施 設 整 備 資 金

設備資金立山有料道路等（桂台～室堂）で運行する路線バスまたは貸切バスを自動車
NOx・PM法の基準に適合するものに買い替える中小企業者立山環境配慮バス購入資金

◆環境にやさしい社会をめざして

資　金　使　途融　　資　　対　　象資　　金　　名

設備資金

次に掲げる事業を営む者で、地方公共団体等が造成した用地において、設備の
新増設を行い、事業開始前後１年間に新規雇用数が原則として３人以上となる
者（原則として中小企業者）
①製造業　②情報通信業　③卸売業　④道路貨物運送業　⑤倉庫業
⑥デザイン業　⑦コールセンター業

企業立地促進枠

特定地域・
産業活性
化 資 金

⑴　医薬品配置販
売業者
　運転資金
⑵　医薬品製造業
者等
　設備資金
　運転資金

（家庭薬振興資金）
⑴　県内に住所を有する医薬品配置販売業者等
⑵　県内に事業所を有する医薬品製造業者等

薬 業 振 興 枠 設備資金
運転資金

（和漢薬開発促進資金）
和漢薬を主とする医薬品の開発に必要な資金
県内に事業所を有する医薬品製造業者等

設備資金
（販売業者が購入
する懸場帳）

（懸場帳購入資金）
懸場帳の購入に必要な資金
県内に住所を有する医薬品配置販売業者

設備等資金

（薬業基盤強化資金）
事業の統合や承継など基盤強化を図るために必要な資金
⑴　県内に住所を有する医薬品配置販売業者
⑵　県内に事業所を有する医薬品製造業者等

◆事業の活性化

資　金　使　途融　　資　　対　　象資　　金　　名

運転資金事業の多角化や合理化、拡大を行うことにより、経営基盤を強化し事業の活性
化に取り組む中小企業者事業活性化促進資金

※１　中小企業者の経営状況に応じて、保証料率が決定されます。なお、富山県信用保証協会ににおいて、設備資金に係る
事業資金の独自保証料率割引を実施しています。（平成２９年３月３１日まで）
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融　資　申　込　先　等
融　　資　　条　　件

保証料率（※１）
（平成２８年４月１日現在）

融　資　利　率
（平成２８年４月１日現在）期間（うち据置期間）限度額（万円）

取扱金融機関を経由のうえ
県環境政策課年０．３５％～年１．０５％

年１．６５％以内

⑹、⑺の場合
年１．１５％以内

７年以内（１年以内）

個別
３，０００
団体
５，０００

取扱金融機関を経由のうえ
県自然保護課年０．３５％～年１．０５％年１．１５％以内７年以内（１年以内）５，０００

※県環境政策課　０７６－４４４－３１４１
※県自然保護課　０７６－４４４－３３９６

融　資　申　込　先　等
融　　資　　条　　件

保証料率（※１）
（平成２８年４月１日現在）

融　資　利　率
（平成２８年４月１日現在）期間（うち据置期間）限度額（万円）

取扱金融機関を経由のうえ
県立地通商課年０．３５％～年１．０５％年１．４５％以内１０年以内（２年以内）

２億円

知事特認
５億円

取扱金融機関を経由のうえ
県くすり政策課

年０．３５％～年１．０５％年１．９０％以内

設備資金
　７年以内（１年以内）
　ただし試験機械器具につ
いては５年以内（１年以
内）

運転資金
　５年以内（１年以内）

医薬品配置販売業者
　運転資金　５００

医薬品製造業者等
　設備資金　３，０００

（ただし試験機械器具に
ついては　５００）
　運転資金　１，０００

年０．３５％～年１．０５％年１．９０％以内

設備資金
　１０年以内（１年以内）
運転資金
　５年以内（１年以内）

設備資金　５，０００
運転資金　２，０００

年０．３５％～年１．０５％年１．９０％以内１０年以内（３年以内）個人　３，０００
法人　７，０００

年０．３５％～年１．０５％年１．９０％以内１０年以内（１年以内）５，０００

※県立地通商課　　０７６－４４４－３２４４
※県くすり政策課　０７６－４４４－３２３６

融　資　申　込　先　等
融　　資　　条　　件

保証料率（※１）
（平成２８年４月１日現在）

融　資　利　率
（平成２８年４月１日現在）期間（うち据置期間）限度額（万円）

取扱金融機関年０．３５％～年１．０５％年１．９０％以内５年以内（１年以内）３，０００

※県経営支援課　０７６－４４４－３２４８
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◆経営の安定・倒産の防止

資　金　使　途融　　資　　対　　象資　　金　　名

運転資金従業員５０人（商業・サービス業は２０人）以下の小規模事業者等（償還方法を一
括返済にする場合、同日付けの新規貸付は対象になりません）

小 規 模 企 業 等 経 営
支 援 短 期 資 金

設備資金
運転資金

従業員２０人（宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は５人）以下の事業者
（富山市内の事業者の方は、他の制度融資をご利用ください）一 般 小 口 枠

小口事業
資 金

設備資金
運転資金従業員２０人（宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は５人）以下の事業者零 細 小 口 枠

運転資金経済の構造的要因等により、最近３ヶ月以上１年以内の期間の売上高が前年同
期比１０％以上減少または最近時決算において経常赤字の中小企業者地域産業対策枠

経営安定
資 金

運転資金

次のいずれかに該当する中小企業者
⑴　最近３ヶ月の売上高または販売数量が前年同期比５％以上減少
⑵　原油等の売上原価依存率が２０％以上、かつ仕入価格が前年同期比２０％以上
上昇、かつ最近３ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期
を上回っているもの

経済変動対
策緊急融資

取扱期間
平成２９年３月３１日
まで

運転資金

最近３ヶ月の売上総利益率または営業利益率が前年同期比５％以上減少してい
る小規模企業者
※小規模企業者とは、従業員２０人（宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は
５人）以下の事業者

小 規 模 企 業
支 援 枠
取扱期間
平成２９年３月３１日まで

設備資金
運転資金

次のいずれかに該当する中小企業者で、具体的で実現可能な経営改善計画を金
融機関と連携して策定しているもの
⑴　最近時決算において経営赤字の者
⑵　㈱整理回収機構へ貸付債権が譲渡された者
⑶　民事再生法等による法的再建手続きを行う者
⑷　中小企業再生支援協議会から再生支援の認定を受けた者
⑸　信用保証協会の企業再生支援チームの支援を受けている者
⑹　㈱地域経済活性化支援機構の支援を受けている者
⑺　とやま中小企業再生支援ファンドの支援を受けている者

企業再生支援枠

取扱期間
平成２９年３月３１日まで

運転資金国または信用保証協会が指定した倒産企業に５０万円以上の債権を有する中小企
業者（事業実績が１年未満の中小企業者もご利用いただけます）連鎖倒産防止枠

⑴　一般枠
　県の融資制度
（県小口事業資
金、小規模企業
者等経営支援短
期資金を除く）
のほか、金融機
関の保証付既往
債務（※２）の
借換え

⑵　小口枠
　県小口事業資金
の借換え

最近３ヶ月間の売上高が過去３年間のいずれかの年の同期と比べて５％以上減
少しており、経営改善計画を策定し、借換えを行うことにより経営の改善が期
待される中小企業者

緊 急 経 営 改 善 資 金

取扱期間
平成２９年３月３１日まで

※１　中小企業者の経営状況に応じて、保証料率が決定されます。なお、富山県信用保証協会ににおいて、設備資金に係る事業
資金の独自保証料率割引を実施しています。（平成２９年３月３１日まで）

※２　借換えの対象については、事前に保証協会にご相談ください。
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融　資　申　込　先　等
融　　資　　条　　件

保証料率（※１）
（平成２８年４月１日現在）

融　資　利　率
（平成２８年４月１日現在）期間（うち据置期間）限度額（万円）

取扱金融機関年０．３５％～年１．０５％年１．７０％以内１年以内６００

市町村、商工会議所または
商工会を経由のうえ取扱金
融機関（※）
※市町村が特定する金融機
関でご利用いただけます

年０．６％
保証必須

ただし、特別小口保険
の要件を満たす方

年０．５％

年１．８０％以内

設備資金
　７年以内（６ヶ月以内）
運転資金
　５年以内（６ヶ月以内）
（ただし、最近決算におい
て２期連続して経営赤字を
計上し、かつ、県内の商工
会議所、商工会または中小
企業支援センターにおいて
経営指導を受けている場合
は７年以内）

零細小口枠との合計で
２，０００（無担保）

（保証債務残高が１，２５０
万円以下等の条件を満た
す者にあっては、無担保
無保証）

市町村、商工会議所または
商工会を経由のうえ取扱金
融機関（※）
※市町村が特定する金融機
関でご利用いただけます

年０．７％
保証必須

ただし、特別小口保険
の要件を満たす方

年０．５％

年１．８０％以内

設備資金
　７年以内（６ヶ月以内）
運転資金
　５年以内（６ヶ月以内）
（ただし、最近決算におい
て２期連続して経営赤字を
計上し、かつ、県内の商工
会議所、商工会または中小
企業支援センターにおいて
経営指導を受けている場合
は７年以内）

信用保証協会の保証付き
融資残高との合計で
１，２５０（無担保）

（保証債務残高が１，２５０
万円以下等の条件を満た
す者にあっては、無担保
無保証）

商工会議所または商工会の
認定書を添えて取扱金融機
関

年０．３５％～年１．０５％
保証必須年１．７０％以内７年以内（１年以内）５，０００

市町村の認定書を添えて取
扱金融機関

年０．３５％～年１．０５％
保証必須

セーフティネット保証
５号を利用の場合

年０．５％

年１．２５％以内７年以内（１年以内）８，０００
（地域産業対策枠との合計）

商工会議所または商工会の
認定書を添えて取扱金融機
関

年０．３５％～年１．０５％
保証必須年１．２０％以内７年以内（１年以内）３，０００

取扱金融機関を経由のうえ
県経営支援課

年０．３５％～年１．０５％
保証必須年１．４５％以内

設備資金
　１０年以内（１年以内）
運転資金
　７年以内（１年以内）

１億円

取扱金融機関年０．６％
保証必須

年１．４５％以内

取扱期間　　　　　　
平成２９年３月３１日まで

７年以内（１年以内）
５，０００

（ただし債権額を限度と
します）

商工会議所または商工会の
認定書及び実施計画書を添
えて取扱金融機関

年０．３５％～年１．０５％
保証必須年１．７０％以内１０年以内（１年以内）

⑴　８，０００

⑵　２，０００

借換と同額（上限１，０００）
までの新規運転資金を含
む
※運転資金のみのご利用
はできません

※県経営支援課　０７６－４４４－３２４８
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元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業

県 の 投 資 等 支 援 制 度

⑴　ベンチャー企業等への投資
　　（公財）富山県新世紀産業機構が新技術、新製品、新サービスの研究開発や事業化といった富
山を元気にする活動に取り組む企業に対し、その発行する株式や社債を引き受けることによって、
長期低利の資金を提供します。
⑵　地域貢献型事業者への支援
　　地域貢献型事業（地域の資源を活用し、地域の課題を解決し、地域に貢献するコミュニティビ
ジネス）を営む社会福祉法人等が県制度融資を利用して借入を受ける際に債務保証を行い、活動
を支援します。

１．元気ファンドとは

２．ベンチャー企業等への投資
⑴　対象者　次のいずれかの要件を満たす者
　①　創業者・創業予定者
　　　事業を営んでいない個人が事業を開始する予定の者または事業を開始した中小企業者であっ
て、創業１年未満の者

　②　中小企業新事業活動促進法関連企業
　　　中小企業新事業活動促進法に基づく、経営革新計画の承認または異分野連携新事業分野開拓
計画の認定を受けた事業を行う者

　③　産学官連携企業
　　　産学官の連携により事業展開（研究開発・技術の実用化等）を行う者または大学発ベンチャ
ー企業（大学での研究をもとに教員・学生等が創業するもの）

⑵　内容
　①　間接投資
　　　機構の原資預託を受けたベンチャーキャピタルから中小企業が投資（株式取得・社債引受）
を受けるもの。

　　【限 度 額】５，０００万円
　　【利　　率】発行時の長期プライムレート以下（固定）
　　【担　　保】不要
　　【償還期間】１０年以内
　②　直接投資
　　　間接投資によりベンチャーキャピタルから投資を受けた中小企業が機構から直接投資（社債
引受）を受けるもの。

　　【限 度 額】１，０００万円
　　【利　　率】発行時の長期プライムレート以下（固定）
　　【担　　保】不要
　　【償還期間】１０年以内
　③　債務保証
　　　中小企業が社債発行による資金調達を行う場合に、機構が債務保証するもの。
　　【保証料率】年０．５％
　　【保証割合】社債引受元本の７０％
　　【保証期間】社債の引受期間
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（公財）富山県新世紀産業機構中小企業支援センター　支援マネージャーグループ

〒９３０－０８６６　富山市高田５２７番地（情報ビル１階）
TEL（０７６）４４４－５６０５　　FAX（０７６）４４４－５６４６

連絡先

３．地域貢献型事業者（コミュニティビジネス事業者）への支援
⑴　対象者
　　地域貢献型事業（コミュニティビジネス）支援枠の融資を受ける者で、信用保証協会の保証制
度の対象とならない者（社会福祉法人や中小企業者以外の個人、グループ等）
⑵　内容
　　上記対象者に機構が債務保証するもの
　【保証料率】年０．８％
　【保証割合】融資額の７０％
　【保証期間】融資償還期間

○　融資対象者
　　原則として富山県内の地域で活動を行う方で、県税を完納している方がご利用できます。また、こ
の融資制度の利用の要件としては、

　　①有償で行われ、雇用の対価が支払われる等のビジネス要件を備えていること
　　②福祉、環境、まちづくり等、地域の課題を地域の資源で解決する等、地域に貢献する事業で

あること
　　③活動の拠点となる商工会議所、商工会の認定を受けていること
　　以上の３点を全て満たしていることが条件であり、これらの要件を満たす場合は、これからコミュ
ニティビジネスを行おうとしている方でも対象となります。

　　中小企業者以外の個人、グループ、社会福祉法人等も融資の対象者としています。
○　融資内容

設 備 資 金 、 運 転 資 金資 金 使 途
２，０００万円限 度 額

設備資金７年以内（うち据置期間１年以内）
運転資金５年以内（うち据置期間１年以内）期 間

１．３０％（平成２８年４月１日現在）融 資 利 率
商工会議所又は商工会の認定書を添えて取扱金融機関を経由のうえ県経営支援課融 資 申 込 先
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県制度融資・地域貢献型事業（コミュニティビジネス）支援枠と県制度融資・地域貢献型事業（コミュニティビジネス）支援枠とはは

４．しくみ

ベンチャーキャピタル ベンチャー企業 コミュニティビジネス事業者
（社会福祉法人等）

株式取得・社債引受

金融機関

地域貢献型事業
（コミュニティビジネス）支援枠

債務保証

（公財）富山県新世紀産業機構

元気とやま中小ベンチャー
総 合 支 援 フ ァ ン ド

①間接投資
（預託）

③社債債務保証
②直接投資
（社債引受）
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中小企業高度化資金貸付制度
１．中小企業者が、他の事業者との連携若しくは事業の共同化を行い、又は中小企業の集積の活性
化に寄与する事業を行う場合に所要資金の一部を長期、低利で融資する制度です。

その他法律に基づく貸付制度

貸付の相手方内　　　　　　　　　　　容資　金　の　種　類

事業協同組合等
原則組合員等が１０人以上
の組合であること

事業協同組合等の組合員が、工場団地・卸団地等の一定の地区（一の
団地又は主として一の建物）に集合して事業を行うため、工場、事業
場、店舗その他の施設を設置する事業

集 団 化 事 業

事業協同組合等
原則組合員等が１０人以上
の組合であること

事業協同組合等の組合員が、当該組合員が集積している一定の区域（商
店街、工場街又は工業・店舗等の集団化された区域）において、経営
の合理化を図るため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事
業

集 積 区 域 整 備 事 業

事業協同組合等事業協同組合、共同出資会社等が、共同店舗、共同工場等の建物を設
置する事業施 設 集 約 化 事 業

事業協同組合等事業協同組合等が、組合員の共同利用に供する施設を設置する事業共 同 施 設 事 業

事業協同組合等事業協同組合等が、生産の効率化、経営の合理化、公害防止その他の
改善に必要な設備を一括取得し、組合員に買取予約付で賃貸する事業設 備 リ ー ス 事 業

⑴　特定会社
　（地方公共団体が出資し、
出資者の２／３以上が中小
企業者など）

⑵　一般社団法人等
　（一般社団法人にあっては
その社員総会における議決
権、一般財団法人にあって
は、設立時の拠出総額の１
／２以上が地方公共団体及
び事業協同組合等であるこ
となど）

⑶　商工会、商工会議所

まちづくり会社等が各種コミュニティ施設（コミュニティホール、ポ
ケットパーク等）の整備を行う事業と、併せてショッピングセンター
型の商業店舗の整備を行う事業

商店街整備等支援事業
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２．主要な資金種類別の貸付条件等については次の通りですが、中小小売商業振興法や中心市街地
活性化法などの法律の認定を受けて実施する事業等は無利子貸付けになる場合がありますので、
詳細については、県経営支援課にお問い合わせ下さい。
３．この資金の借入れに当たっては、事業の計画作成段階から、県の指導、診断を受ける必要があ
りますので、計画が具体化する前に、県経営支援課（TEL０７６－４４４－３２４９）にご相談下さい。

（利率については、変更になることがあります。）

貸　付　限　度償還方法貸　付　期　間
（うち据置期間）貸付利率貸　付　対　象　施　設

整備資金（貸付対象施設を
取得し、造成し、又は設備
するのに必要な資金）の
８０％以内

年賦
（元金均等償還）２０年以内（３年以内）年０．７５％

集団化に必要な土地、建物、構築
物、設備（共同施設等の設備に限
る。）

〃〃〃〃
施設整備に必要な土地、建物、構
築物、設備（共同施設等の設備に
限る。）

〃〃〃〃共同化に必要な土地、建物、構築
物、設備

〃〃〃〃共同利用に必要な土地、建物、構
築物、設備

〃〃当該設備の耐用年数を勘案して
知事が定める期間〃リースに必要な設備、附属設備

〃〃２０年以内（３年以内）無利子商店街整備等支援事業に必要な土
地、建物、構築物、設備
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政府系金融機関等による金融一覧１

※商工中金には上記のほか独自の総合支援策がありますので、詳細は商工中金へお尋ね下さい。

株式会社商工組合中央金株式会社商工組合中央金庫庫

株式会社日本政策金融公庫 国民生活事株式会社日本政策金融公庫　国民生活事業業

※各種融資制度の内容につきましては、変更になる可能性があります。
※「東日本大震災復興特別貸付」や「設備資金貸付利率特例制度」をお取り扱いしています。詳細は当公庫（国民生活事
業）へお尋ね下さい。

資　金　使　途融　　資　　対　　象制　　度　　名

運転資金
設備資金

商工中金の株主となっていただいている中小企業の各種団体とその構成員
（注）このほか中小企業の共同出資会社やメンバーの皆様方の海外法人等も融資

対象となります。
一 般 貸 付

資　金　使　途融　　資　　対　　象制　　度　　名

運転資金
設備資金

資本金の額若しくは出資の総額が１億円以下の法人又は常時
使用する従業員の数が１００人以下の法人・個人卸 売 業

普 通 貸 付
（ 一 般 貸 付 ）

資本金の額若しくは出資の総額が５，０００万円以下の法人又は
常時使用する従業員の数が５０人以下の法人・個人小 売 業

資本金の額若しくは出資の総額が５，０００万円以下の法人又は
常時使用する従業員の数が１００人以下の法人・個人サ ー ビ ス 業

特定設備資金資本金の額若しくは出資の総額が３億円以下の法人又は常時
使用する従業員の数が３００人以下の法人・個人

製造業、建設業、
運輸業、その他

運転資金
設備資金

常時使用する従業員が２０人以下（商業・サービス業の場合５人以下）の方で商
工会議所会頭、商工会会長又は都道府県商工会連合会会長の推薦を受けた方経 営 改 善 貸 付

運転資金
設備資金新たに事業を始める方、事業開始後おおむね５年以内の方新 規 開 業 資 金新

　
企
　
業
　
育
　
成
　
貸
　
付

主
　
な
　
特
　
別
　
貸
　
付

運転資金
設備資金

女性又は３０歳未満か５５歳以上の方であって、新たに事業を始める方、事業開始
後おおむね７年以内の方

女性、若者／シニア
起 業 家 資 金

運転資金
設備資金新たに経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る方など

新 事 業 活 動
促 進 資 金

運転資金
設備資金新たに事業を始める方または事業開始後で税務申告を２期終えていない方新創業融資制度
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株式会社商工組合中央金庫　富山支店　０７６－４４４－５１２１　高岡支店　０７６６－２５－５４３１

申　込　先
貸　　付　　条　　件

担　保　等期　　　間利　　　率限　度　額

商工中金
商工中金の代理店
になっている信用
組合、信用金庫で
もご利用いただけ
ます。

必要と認めるもの
要

運転　原則として１０年以内
（据置期間２年以内）
設備　原則として１５年以内
（据置期間２年以内）

商工中金
所定利率

兼
献
献
献
献
験

券
献
献
献
献
鹸

株式会社日本政策金融公庫　富山支店　国民生活事業　０７６－４３１－１１９１　高岡支店　国民生活事業　０７６６－２５－１１７１

申　込　先
貸　　付　　条　　件

担　保　等期　　　間利　　　率限　度　額

国民生活事業

担保（不動産、有価証
券等）などにつきまし
てはお客様のご希望を
伺いながらご相談させ
ていただきます

運転　５年以内（※１）
（うち据置期間１年以内）
設備　１０年以内
（うち据置期間２年以内）

お使いみち、ご返済
期間、担保・保証人
の有無等によって異
なる利率が適用され
ます。詳細は当公庫
（国民生活事業）へ
お尋ね下さい

４，８００万円

２０年以内
（うち据置期間２年以内）７，２００万円

商工会議所、商工会等無

運転　７年以内
（うち据置期間１年以内）
設備　１０年以内
（うち据置期間２年以内）

２，０００万円

国民生活事業

担保（不動産、有価証
券等）などにつきまし
てはお客様のご希望を
伺いながらご相談させ
ていただきます

運転　７年以内
（うち据置期間２年以内）
設備　２０年以内
（うち据置期間２年以内）

７，２００万円
（うち運転資金　４，８００万円）

運転　７年以内
（うち据置期間２年以内）
設備　２０年以内
（うち据置期間２年以内）

７，２００万円
（うち運転資金　４，８００万円）

運転　７年以内
（うち据置期間２年以内）
設備　２０年以内
（うち据置期間２年以内）

７，２００万円
（うち運転資金　４，８００万円）

無

運転　５年以内（※１）
（うち据置期間６ヶ月以内）
設備　１５年以内
（うち据置期間６ヶ月以内）

３，０００万円
（うち運転資金　１，５００万円）

※１　特に必要な場合は７年以内
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政府系金融機関等による金融一覧２

株式会社日本政策金融公庫 国民生活事株式会社日本政策金融公庫　国民生活事業業

※「東日本大震災復興特別貸付」や「設備資金貸付利率特例制度」をお取り扱いしています。詳細は当公庫（国民生活事
業）へお尋ね下さい。

資　金　使　途融　　資　　対　　象制　　度　　名

運転資金
設備資金

廃業歴のある方など、一定の要件に該当する方であって、新たに事業を始め
る方
又は事業開始後おおむね５年以内の方

再 チ ャ レ ン ジ
支 援 融 資

新
企
業
育
成
貸
付

主
　
　
な
　
　
特
　
　
別
　
　
貸
　
　
付

運転資金
設備資金情報化投資を行う方Ｉ Ｔ 資 金

企

業

活

力

強

化

貸

付

運転資金
設備資金

卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業を営む方で、店舗の新築・
増改築や機械設備の導入を行う方など

企 業 活 力
強 化 資 金

運転資金
設備資金海外展開を図る方

海 外 展 開 ・
事 業 再 編 資 金

運転資金
設備資金

社会貢献型事業を営む方、承認企画立地計画などに従って事業を行う方
または雇用創出効果が見込まれる方など

地 域 活 性 化 ・
雇 用 促 進 資 金

運転資金
設備資金

非化石エネルギー設備や省エネルギー効果の高い設備を導入する方または環
境対策の促進を図る方

環境・エネルギー
対 策 資 金

環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
貸
付

運転資金
設備資金

経営発達支援計画の認定を受けた商工会議所・商工会から事業計画の策定・
実施の支援を受け、持続的発展を取り組む小規模事業者

小 規 模 事 業 者
経 営 発 達 支 援 資 金

設備資金
一部運転資金

食品関係の小売・製造小売業または花き小売業を営む方で、店舗の新築・増
改築、機械設備の導入、フランチャイズチェーンへの加盟などを行う方食 品 貸 付

運転資金
設備資金

中小企業再生支援協議会の関与もしくは民事再生法に基づく再生計画の認可
などにより企業の再建を図る方または事業を承継する方

企業再建・事業
承 継 支 援 資 金

企
業
再
生
貸
付
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株式会社日本政策金融公庫　富山支店　国民生活事業　０７６－４３１－１１９１　高岡支店　国民生活事業　０７６６－２５－１１７１

申　込　先
貸　　付　　条　　件

担　保　等期　　　間利　　　率限　度　額

国民生活事業

担保（不動産、有価
証券等）などにつき
ましてはお客様のご
希望を伺いながらご
相談させていただき
ます

運転　７年以内
（うち据置期間２年以内）
設備　２０年以内
（うち据置期間２年以内）

お使いみち、ご返済
期間、担保・保証人
の有無等によって異
なる利率が適用され
ます。詳細は当公庫
（国民生活事業）へ
お尋ね下さい

７，２００万円
（うち運転資金４，８００万円）

運転　７年以内
（うち据置期間２年以内）
設備　２０年以内
（うち据置期間２年以内）

７，２００万円
（うち運転資金４，８００万円）

運転　７年以内
（うち据置期間２年以内）
設備　２０年以内
（うち据置期間２年以内）

７，２００万円
（うち運転資金４，８００万円）

運転　７年以内
（うち据置期間２年以内）
設備　２０年以内
（うち据置期間２年以内）

７，２００万円
（うち運転資金４，８００万円）

運転　７年以内
（うち据置期間２年以内）
設備　２０年以内
（うち据置期間２年以内）

７，２００万円
（うち運転資金４，８００万円）

運転　７年以内
（うち据置期間２年以内）
設備　２０年以内
（うち据置期間２年以内）

７，２００万円
（うち運転資金４，８００万円）

運転　８年以内
（うち据置期間２年以内）
設備　２０年以内
（うち据置期間２年以内）

７，２００万円
（うち運転資金４，８００万円）

設備　２０年以内
（うち据置期間２年以内）

７，２００万円
（うち運転資金４，２００万円）

運転　１５年以内
（うち据置期間２年以内）
設備　２０年以内
（うち据置期間２年以内）

７，２００万円
（うち運転資金４，８００万円）
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政府系金融機関等による金融一覧３

株式会社日本政策金融公庫 国民生活事株式会社日本政策金融公庫　国民生活事業業

※「東日本大震災復興特別貸付」や「設備資金貸付利率特例制度」をお取り扱いしています。詳細は当公庫（国民生活事
業）へお尋ね下さい。

資　金　使　途融　　資　　対　　象制　　度　　名

設備資金生活衛生関係の事業を営む方一 般 貸 付生

活

衛

生

貸

付

運転資金
設備資金

生活衛生関係の事業を営む方であって振興計画の認定を受けた生活衛生同業組
合の組合員の方振 興 事 業 貸 付

運転資金
設備資金

生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方（常時使用する従業員の数が５人
以下の会社または個人）であって、生活衛生同業組合（組合が設立されていな
い場合は、生活衛生営業指導センター）の長の推薦を受けた方

生活衛生改善貸付

運転資金
設備資金

社会的、経済的な環境の変化などにより、一時的に業況の悪化を来している方
で中長期的に業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる方経営環境変化資金

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
貸
付

運転資金金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに影響を来している方
で中長期的に資金繰りが改善し、経営が安定することが見込まれる方金融環境変化資金

運転資金取引企業などの倒産により、経営に困難を来している方
取 引 企 業 倒 産
対 応 資 金
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申　込　先
貸　　付　　条　　件

担　保　等期　　　間利　　　率限　度　額

国民生活事業

担保（不動産、有価証
券等）などにつきまし
てはお客様のご希望を
伺いながらご相談させ
ていただきます

１３年以内
（一般公衆浴場は３０年以内）
（独立開業設備資金は１５年以
内（特別な場合は２０年以内））
（うち据置期間１年以内（返
済期間が７年超の場合２年以
内））

お使いみち、ご返済
期間、担保・保証人
の有無等によって異
なる利率が適用され
ます。詳細は当公庫
（国民生活事業）へ
お尋ね下さい

７，２００万円～４億円
業種によって異なります

生活衛生同業組合

運転　７年以内
（うち据置期間２年以内）
設備　２０年以内
（据置期間２年以内）

　運転　　５，７００万円　　　
設備　１億５，０００万円～
　　７億２，０００万円

業種によって異なります

無

運転　７年以内
（うち据置期間１年以内）
設備　１０年以内
（うち据置期間２年以内）

１，５００万円

国民生活事業

担保（不動産、有価証
券等）などにつきまし
てはお客様のご希望を
伺いながらご相談させ
ていただきます

運転　８年以内
（うち据置期間３年以内）
設備　１５年以内
（うち据置期間３年以内）

４，８００万円
（※生活衛生貸付は５，７００万円）

運転　８年以内
（うち据置期間３年以内）
設備　１５年以内
（うち据置期間３年以内）

別枠
４，０００万円以内

５年以内（※１）
（うち据置期間３年以内）

別枠
３，０００万円以内

※１　特に必要な場合は８年以内

株式会社日本政策金融公庫　富山支店　国民生活事業　０７６－４３１－１１９１　高岡支店　国民生活事業　０７６６－２５－１１７１
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政府系金融機関等による金融一覧４

株式会社日本政策金融公庫 中小企業事業【直接貸付株式会社日本政策金融公庫　中小企業事業【直接貸付】】

特定事業を営む中小企業の方
◆次の業種の方は対象になりません：農業、林業、漁業、金融保険業（保険媒介代理業及び保険サ

ービス業を除く）、不動産業のうち住宅及び住宅用の土地の賃
貸業、非営利団体、一部の風俗営業、公序良俗に反するもの、投
機的なものなど

◆中小企業の規模
　・製　造　業：資本金３億円以下又は従業員３００人以下
　・卸　売　業：資本金１億円以下又は従業員１００人以下
　・小　売　業：資本金５千万円以下又は従業員５０人以下
　・サービス業：資本金５千万円以下又は従業員１００人以下

貸付条件
資　金　使　途融　　資　　対　　象制　　度　　名 限度額

（うち運転資金）

６億円設備資金
長期運転資金新規性、成長性のある事業を始めて７年以内の方新 事 業 育 成 資 金

７億２千万円
（２億５千万円）

設備資金
長期運転資金

「経営革新計画」の承認を受けた方、「新連携計画」の認定を
受けたプロジェクトに係る連携体を構成する方、「農商工等連
携計画」および「地域産業資源活用事業計画」の認定を受け
た方など

新事業活動促進資金

７億２千万円
（２億５千万円）

設備資金
長期運転資金

情報技術（ＩＴ）の普及および変化に関連した事業環境の変
化に対応するための情報化投資を行う方

Ｉ Ｔ 活 用
促 進 資 金

７億２千万円
（２億５千万円）

設備資金
長期運転資金

特定の地域において一定の雇用創出効果が見込める設備投資
を行う方、「企業立地計画」または「事業高度化計画」の承認
を受けた方、地方公共団体が推進する施策に基づき事業を行
う方など

地 域 活 性 化 ・
雇 用 促 進 資 金

７億２千万円
（２億５千万円）

設備資金
長期運転資金

経営の近代化、合理化およびものづくり基盤技術の高度化を
進める方など企業活力強化資金

７億２千万円設備資金
長期運転資金

一時的な売上の減少等業況が悪化している方、社会的要因に
よる業況悪化により資金繰りに支障をきたしている方など

経 営 環 境 変 化
対 応 資 金

※融資利率について、信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用または上乗せされます。詳細は窓口でお尋ね下さ
い。
※各種融資制度の内容につきましては、変更になる可能性があります。
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申　込　先
貸　　付　　条　　件

担　保　等期　　　間主な融資利率

中小企業事業窓口

◆保証人（経営責任者の方）が必要です。ただ
し、一定の要件を満たす場合には、経営責任
者の方の個人保証を免除又は猶予する制度も
あります。
◆担保設定の有無、担保の種類等についてはご
相談のうえ決めさせていただきます。

設備資金　２０年以内
運転資金　７年以内

特別利率③
ただし６年目以降は基準利率

＋０．２％

〃〃設備資金　２０年以内
運転資金　７年以内

特別利率
①，②，③

〃〃設備資金　２０年以内
運転資金　７年以内特別利率①，③

〃〃設備資金　２０年以内
運転資金　７年以内特別利率①，②，③

〃〃設備資金　２０年以内
運転資金　７年以内特別利率①，②，③

〃〃設備資金　１５年以内
運転資金　８年以内

基準利率
長期運転資金に限り、一定の
要件に該当する場合は利率の
控除（０．２％、０．４％、０．６％ま
たは０．８％）の適用可能

株式会社日本政策金融公庫　富山支店　中小企業事業　０７６－４４２－２４８３
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政府系金融機関等による金融一覧５

株式会社日本政策金融公庫 中小企業事業【直接貸付株式会社日本政策金融公庫　中小企業事業【直接貸付】】
貸付条件

資　金　使　途融　　資　　対　　象制　　度　　名 限度額
（うち運転資金）

別枠　３億円設備資金
長期運転資金

金融機関との取引状況の変化により一時的に資金繰りが悪化
している方

金 融 環 境 変 化
対 応 資 金

７億２千万円
（２億５千万円）

設備資金
長期運転資金

〈アーリーDIP〉
民事再生法の規定による再生手続開始の申立て等を行った方

事業再生支援資金
〈レイターDIP〉
民事再生法に基づく再生計画の認可決定等を受けた方

７億２千万円設備資金
長期運転資金経営改善または経営再建などに取り組む方企 業 再 建 資 金

※このほか海外展開資金、環境・エネルギー対策資金等各種特別貸付があります。
※融資利率について、信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用または上乗せされます。詳細は窓口でお尋ね下さ
い。
※各種融資制度の内容につきましては、変更になる可能性があります。
【代理貸付】
　当公庫中小企業事業の代理店の窓口にご相談ください（ほとんどの銀行、信用金庫、信用組合が代理店です）。

名古屋中小企業投資育成株式会名古屋中小企業投資育成株式会社社
貸付条件資　金　使　途融　　資　　対　　象区　　　　　分

増資後議決権比率の
５０％以内

新株予約権付社債
等の場合は、引受
時において当該予
約権を行使したと
仮定した場合、議
決権比率が５０％以
内となる範囲

設備資金
運転資金

経営に特色があり成長意欲のある企業
《投資の種類》
・増資に際して発行される株式の引受
・新株予約権付社債の引受
・新株予約権の引受

一 般 投 資

先端的・独創的な技術またはノウハウをもつ研究開発型企業
《投資の種類》
・増資に際して発行される株式の引受
・新株予約権付社債の引受
・新株予約権の引受

ベンチャービジネス
投 資

創業資金

起業家が会社を設立する場合や既存企業が新規事業へ進出を
図るために新会社を設立する場合、もしくは設立後５年以内
の企業
《投資の種類》
①設立新株投資
・株式会社の設立に際して発行される株式の引受
②創業期投資
・増資に際して発行される株式の引受
・新株予約権付社債の引受
・新株予約権の引受

創業投資（設立新株
投資・創業期投資）

兼
献
献
献
献
献
献
献
験

券
献
献
献
献
献
献
献
鹸

※株式会社日本政策金融公庫中小企業事業でも申し込みの取次をしています。
※なお、投資した後は資本金が３億円を超えても、追加投資は可能です。
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申　込　先
貸　　付　　条　　件

担　保　等期　　　間主な融資利率

中小企業事業窓口

◆保証人（経営責任者の方）が必要です。ただ
し、一定の要件を満たす場合には、経営責任
者の方の個人保証を免除又は猶予する制度も
あります。
◆担保設定の有無、担保の種類等についてはご
相談のうえ決めさせていただきます。

設備資金　１５年以内
運転資金　８年以内基準利率

〃〃１年基準利率
＋２．５％

〃〃設備資金　１０年以内
運転資金　５年以内

基準利率
＋１．０％

〃〃設備資金　２０年以内
運転資金　１５年以内

基準金利
特別利率
①，③

条　　　　　　　　　　　　　　　　　件配当・利率

（一般投資）
①資本金３億円以下の株式会社（特例法に該当される場合３億円超でも可）
　投資育成会社の引受けによって、資本金が３億円を超えることは可
②業種は、風俗営業等およびその経営内容が公序良俗に反するもの、または一時的もしくは投機的な
ものは対象外

　製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業など、ほとんどの業種が対象
③原則として、一定水準の利益を上げており、今後も成長発展する見込みがあること

（株式）一定の安定配当をお
願いします

（社債）長期プライムレート
を参考にして決めま
す。

（ベンチャービジネス投資）
①一般投資の①及び②の条件を満たしていること
②先端的・独創的な技術またはノウハウに裏付けられた製品の製造あるいはサービスの提供を行って
いること

③売上高に対する試験研究費の比率が過去２期にわたり３％以上であること
④会社設立後または新事業進出後１０年以内であること

（創業投資）
①設立予定の会社の設立登記時の資本金が、３億円以下の株式会社であること（特例法に該当される
場合３億円超でも可）

②設立予定の会社の業種が、一般投資の②の条件を満たしていること
③設立予定の会社の経営者が、事業の経営に関する知識・経験等を有するなど、その経営力が認めら
れること

④設立予定の会社の事業計画に妥当性が認められ、かつその事業が将来、成長発展する見込があるこ
と

⑤原則として、投資後５年を経過した年度より、一定水準以上の配当が維持できる利益が見込まれる
こと

⑥設立後５年以内の会社の場合には、資本金３億円以下の株式会社（特例法に該当される場合３億円
超でも可）であって、上記②～⑤の条件を満たしていること

株式会社日本政策金融公庫　富山支店　中小企業事業　０７６－４４２－２４８３

名古屋中小企業投資育成株式会社　０５２－５８１－９５４１　URL　http://www.sbic-cj.co.jp/
〒４５０－０００３　名古屋市中村区名駅南一丁目１６番３０号（東海ビル７階）
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主な信用保証制主な信用保証制度度

信 用 保 証 協 会 保 証 制 度

●経営安定関連保証（セーフティネット保証）の利用に係る認定について
　経営安定関連保証を利用する場合は、次のいずれかに該当することについて、本店（個人事業主の方は主たる事業所）の所在地を管轄する市町村長の認定を受け
る必要があります。
（１号）再生手続開始申立等関係
　　　　民事再生手続開始の申立等を行った指定大型倒産事業者に対して５０万円以上の売掛債権又は前渡金返還請求権を有していること、又は同事業者との取引を

２０％以上の規模で行っていること
（２号）事業活動の制限関係
　　　　事業活動の制限を行っている指定事業者との直接又は間接的な取引を２０％以上の規模で行っており、又は指定地域内で１年以上継続して事業を行っており、

売上高等が減少していること
（３号）地域・業種関係
　　　　指定地域内で指定業種に属する事業を１年以上継続して行っており、災害その他突発的に生じた指定事由の発生に起因して、売上高等が減少していること
（４号）地域関係
　　　　指定地域内で１年以上継続して事業を行っており、災害その他突発的に生じた指定事由の発生に起因して、売上高等が減少していること

資金使途対　　象　　資　　金　　等制 度 の 名 称

運転資金
設備資金

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づいて、個人が創業又は
新たに企業を設立して行う事業の実施に必要な資金創 業 等 関 連 保 証

運転資金
設備資金

産業競争力強化法に基づいて、個人が創業又は新たに企業を設立して行う事
業の実施に必要な資金創 業 関 連 保 証

運転資金
設備資金

過去に経営状況の悪化により事業を廃業もしくは会社を解散した経験を有し、
一定の要件を備える個人が創業または新たに企業を設立して行う事業の実施
に必要な資金

再 挑 戦 支 援 保 証

運転資金
設備資金

中小企業者であって、次に掲げる⑴から⑷までの要件をすべて満たすもの
⑴　法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていること
⑵　法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えな
いこと

⑶　法人から適時適切に財務情報等が提供されており、本制度による保証付
融資を実行後も提供すること

⑷　法人のみの資産・収益力で借入返済が可能であること

経 営 者 保 証
ガイドライン対応保証

運転資金
設備資金中小企業者の発行する社債（私募債）に対する保証中小企業特定社債保証

運転資金
設備資金

売掛債権、棚卸資産を担保とした融資に対する保証（ただし、棚卸資産を担
保とする場合は法人に限る）流動資産担保融資保証

運転資金
設備資金経営の安定に必要な資金（欄外参照：市町村長の認定）

経 営 安 定 関 連 保 証
（セーフティネット保証）

運転資金
設備資金

金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定
し、計画の実行と金融機関への当該計画の進捗報告を行う中小企業者の事業
計画の実施に必要な資金

経 営 力 強 化 保 証

事業再生の計画
の実施に必要な
資金に限る

中小企業再生支援協議会等の指導又は助言を受けて作成した事業再生計画
（債権者全員の合意が成立したものに限る）に従って事業再生の計画を実施
するために必要な資金

事 業 再 生 計 画
実 施 関 連 保 証
（経営改善サポート保証）

運転資金
設備資金継承事業者が中小企業承継事業再生を実施するために必要な資金中小企業承継事業関連保証

運転資金
設備資金

民事再生手続又は会社更生手続を申立てた中小企業者であって、再生計画認
可後３年が経っていない、かつ再生計画を完遂していない中小企業者の事業
資金

事 業 再 生 保 証

運転資金
設備資金

金融機関の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められ、
一定の要件を備える中小企業者の事業資金事業再生円滑化関連保証
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（５号）業種関係
　　　　指定不況業種に属する事業を行っており、売上が減少していること、又は原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない

こと
（６号）破綻金融機関等関係
　　　　破綻金融機関等と金融取引を行っており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること
（７号）金融取引の調整関係
　　　　指定金融機関の経営の相当程度の合理化（支店の削減等）によって、借入が減少していること
（８号）金融機関の貸付債権の譲渡関係
　　　　整理回収機構又は産業再生機構に対して貸付債権が譲渡され、借入が減少しているが、適切な事業計画等を有し再生の可能性があること
＊「指定」：経済産業大臣の指定

富山県信用保証協会　本　　　所　TEL　０７６－４２３－３１７１　FAX　０７６－４９３－０８２９　〒９３０－８５６５　富山市総曲輪２丁目１番３号
　　　　　　　　　　高岡相談室　TEL　０７６６－２１－６８２０　FAX　０７６６－２１－６８６４　〒９３３－０９１２　高岡市丸の内１番４０号
　　　　　　　　　　【　〃　相談室（相談日：火曜日・木曜日９：００～１７：００）】URLhttp://www.cgc-toyama.or.jp/

※１　すべての保証について、次のいずれかの場合、０．１％の割引きを行います。
　　　・「中小企業の会計に関する基本要領の適用状況」についての公認会計士または税理士による確認書類の添付
　　　　（確認書類『「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト』（日本税理士会連合会作成書式））
　　　・会計参与設置会社（確認書類：商業登記簿謄本（写））
※２　一部の保証を除き、有担保の場合、０．１％の割引を行います。
※３　資金使途が１００％設備資金の場合、０．２％の割引を行います。
※４　新規・再利用キャンペーン対象保証の場合、０．１％の割引を行います。
※５　原則として、通常の保証料率区分よりも１区分低い料率を適用します。

担　　　保保証料率（年）
（※１）（※２）（※３）（※４）融　資　利　率保証期間

（うち据置期間）保　証　限　度　額

不要０．８０％金融機関
所定利率

１０年以内
（１年以内）　　　　　　１，５００万円

不要０．８０％金融機関
所定利率

１０年以内
（１年以内）

　　　　　　１，０００万円
ただし、創業関連保証、再挑戦支援
保証を合算して１，０００万円。支援創
業関連保証に該当する場合は１，５００
万円

不要０．８０％金融機関
所定利率

１０年以内
（１年以内）

　　　　　　１，０００万円
ただし、創業関連保証、再挑戦支援
保証を合算して１，０００万円。支援創
業関連保証に該当する場合は１，５００
万円

「有担保無担保保
証人要件」に該当
する場合を除き、
不要

０．４５％～１．９０％金融機関
所定利率

一括返済の場合
　１年以内
分割返済の場合
運転資金
　３年以内（６か月以内）
設備資金
　５年以内（６か月以内）

　　　　２億８，０００万円
（組合　　４億８，０００万円）

必要に応じ０．４５％～１．９０％（支払金利）
発行体所定利率２年以上７年以内

〈別枠〉　４億５，０００万円
ただし、社債発行額３，０００万円～
５億６，０００万円　　　　　　　　

流動資産
（ただし、個別保証
の場合は売掛債権）

０．６８％金融機関
所定利率

根保証　１年
（更新２年以内）
個別保証　１年以内

〈別枠〉　 　　　２億円
（ただし、融資限度額は２億５，０００万円）

必要に応じ１～６号　０．８０％
７～８号　０．６８％

金融機関
所定利率定めなし

〈別枠〉　２億８，０００万円
破錠金融機関関連の要件を満たす場合
　　　　３億８，０００万円

（組合　　４億８，０００万円）

必要に応じ

０．４５％～１．７５％
※５

責任共有対象外の既保証を
同額以内で借り換える場合

０．５０％～２．００％
※５

金融機関
所定利率

運転資金
　５年以内（１年以内）
設備資金
　７年以内（１年以内）
既保証を借り換える場合
　１０年以内（１年以内）

　　　　２億８，０００万円
（組合　　４億８，０００万円）

必要に応じ

０．８０％
責任共有対象外の既保証を
同額以内で借り換える場合

１．００％
特別小口保険の要件を満たす場合

０．８０％

金融機関
所定利率

一括返済の場合
　１年以内
分割返済の場合
運転資金
　１５年以内（１年以内）

　　　　２億８，０００万円
（組合　　４億８，０００万円）

必要に応じ０．４５％～１．９０％金融機関
所定利率１０年以内　　　　２億８，０００万円

（組合　　４億８，０００万円）

必要に応じ２．２０％金融機関
所定利率１０年以内〈別枠〉　 　　　２億円

必要に応じ１．７６％金融機関
所定利率３年以内〈別枠〉　２億８，０００万円

（組合　４億８，０００万円）
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献
献
験

券
献
献
鹸

兼
献
献
験

券
献
献
鹸

兼
験

券
鹸

兼
献
献
献
献
献
験

券
献
献
献
献
献
鹸
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（公財）富山県新世紀産業機構　中小企業支援制度
中小企業再生支援協議会と中小企業再生支援協議会とはは

　企業再生をお考えの皆さまに、専門知識を持
ったスタッフが、あらゆる角度から再生の取組
みのお手伝いをいたします。

●公的な協議会
　　当協議会は国から富山県新世紀産業機構が委
託を受けて事業を行う公的な機関です。

　（各都道府県に１ヶ所設置されています）
●専門家が常駐
　　中小企業の再生経験豊かな専門家が常駐し、
いつでも相談に応じます。

●地域全体がバックアップ
　　富山県内の中小企業支援団体や金融機関など、
地域が一体となって企業再生をバックアップい
たします。

相談内容   
●企業再生に関する窓口相談の実施と対応策の
アドバイス
●専門家のプロジェクトチームによる経営改善
計画作成支援
●関係機関の再生支援に関する連携の確保
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経営改善支援センターと経営改善支援センターとはは
　金融支援等を必要とする中小企業・小規模事業者が、国の認定を受けた外部専門家（認定支援機
関）の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、認定支援機関による経営改善計画策定費用やデ
ューデリジェンス費用、フォローアップ費用につき、総額３００万円を上限として、その２／３を支援
します。
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　経済産業省から「よろず支援拠点事業」の委託を受け、中小企業・小規模事業者のための総合経
営相談所「富山県よろず支援拠点」を設置しています。
　よろず支援拠点ではチーフコーディネーター及びコーディネーターが事業者の相談に応じ、経営
課題を分析、課題解決に向けた総合的・先進的経営アドバイスを行うほか、各支援機関との連携・
課題ごとの適切なチーム編成など、環境の変化や事業の成長段階に応じた支援を継続的に行います。
【利用時間・利用方法】
　平日（８：３０～１７：１５）、土日祝日（８：３０～１７：１５）、平日夜間（１７：１５～１９：００）
　※土日祝日、平日夜間のご相談は事前予約制です。

　中小企業の独自技術、新製品・新サービスの開発・提供など創造的事業活動（ベンチャー）や経
営革新などの新たな事業活動を応援します。
⑴　総合窓口相談の開設（ワンストップサービス）
　　経営、金融、ITなど様々なご相談に対して、豊富な知識と経験を有する専属マネージャーが対
応します。
⑵　専門家の派遣
　　高度かつ専門的な課題に対して、経営、技術、情報化等の民間専門家を派遣して適切な判断・
助言を行います。［必要経費（専門家謝金・旅費）の１／３の自己負担をお願いします。］
⑶　情報提供
　　国、県や商工関係団体が行う各種の中小企業支援施策や試験研究機関、必要な人材等を総合的
に紹介します。

富山県よろず支援拠点と富山県よろず支援拠点とはは

中小企業支援センターと中小企業支援センターとはは



―　　―３２

　経済産業省から「事業引継ぎ支援事業」の委託を受け、後継者不在など事業の存続に悩みを抱え
る中小企業・小規模事業者の皆さまの相談等に対応するため、「富山県事業引継ぎ支援センター」を
設置しています。
〈事業内容〉
・事業承継や事業引継ぎ（M＆Ａ）に関するご相談に、専門家がきめ細かくアドバイス等を行いま
す（事前予約をお願いします：相談無料）。
・相談のなかで事業引継ぎ（M＆Ａ）の可能性があり、譲渡先・譲受先の紹介を希望される場合に
は、仲介機関への橋渡し等を行います（仲介機関と契約を行った場合、それぞれが定める着手金・
成功報酬等が発生）。

・なお当センターは、中小企業・小規模事業者等を支援する公正・中立な公的機関であり、相談に
あたる専門家、仲介機関等には守秘義務があります。
〈支援スキーム〉

事業引継ぎ支援センターと事業引継ぎ支援センターとはは
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組合紹介

　富山県内には、国の高度化資金助成を受けた高度化団地や県指定団地が数多く存在し、県内経済
の発展の一翼を担ってきました。これらは、市街地などに散在する工場が、生産性向上や公害・騒
音問題解決のため、一つの区域や建物にまとまって移転し工場団地や企業団地を造成したものです。
今回は、このような団地の一つで、県西部の旧大島町（現射水市）に立地する大島企業団地協同組
合を紹介します。

大島企業団地協同組合さ大島企業団地協同組合さんんよよ
りりこんにちはこんにちは大島企業団地協同組合さんよ
りこんにちは

◆組合のあゆみ
　旧大島町周辺の市街地に立地する企業が集
団化により騒音公害等の問題解決にあたるた
め、昭和４８年に大島町工場団地促進協議会を
発足、国の中小企業高度化資金を活用した団
地造成を計画し、昭和５２年、計画に賛同した
異業種企業１１社にて「大島町企業団地協同組
合」として設立しました。その後昭和５６年か
ら平成７年にかけて３度にわたる団地拡張工
事を実施し、平成１８年には市町村合併により
大島町から射水市となったことから、「大島企
業団地協同組合」へ名称を変更しました。現
在は、地場産業でもあるアルミを中心とした
製造業や卸売業など１９社による異業種団地と
して共同事業を展開しています。

◆共同受電をはじめとした共同事業を実施
　同組合では、緑地管理など団地維持に関す
る事業、組合員が必要とする電力を一括で受
電する共同受電、切手・印紙等の共同購買、
健康診断などの福利厚生事業、生活排水の共
同汚水処理、火災報知器の共同警備、一般ゴ
ミ収集の共同委託など幅広い事業を実施して
います。中でも、同組合で最も多い事業収入
を占めるのが共同受電事業です。共同受電事

業とは、組合が電力会社から一括で電力を受
電し、組合員へ供給する仕組みで、当組合で
の年間総受電量は約４５０万kwhにのぼります。
設備の維持管理や電気主任技術者の設置など
の共通経費はかかりますが、１社ごとに契約
する場合に比べてコストダウンとなり、組合
員にとっては大きな経済的メリットとなって
います。

◆より良い事業環境を目指して
　同組合では、団地周辺の融雪や冠水対策に
ついて、射水市企業団地連絡協議会を通じて
市に要望したり、隣接する市有地での花壇の
整理を申し出たりしています。組合では、今
後もより良い事業環境づくりを継続していき
たいと考えています。

【組合概要】
組合名称　大島企業団地協同組合
設　　立　昭和５２年１２月１日
所 在 地　射水市北高木１３７番地の７
理 事 長　安川　甚一
組合員数　１９名
Ｔ Ｅ Ｌ　０７６６－５２－１７５０
Ｆ Ａ Ｘ　０７６６－５２－７５５０

射水平野に広がる田園地帯に立地している
団地隣接地に植えた芝桜
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元気印！青年部・女性部

富山県中小企業青年中央会

第３１回中小企業団体青年部富山県大会を開催

　東日本大震災から５年を迎えた平成２８年３月１１日（金）、富山県民会館（富山市）において第３１
回中小企業団体青年部富山県大会を開催し、開会の冒頭には参加者全員で黙とうを捧げました。
　第１部の基調講演では、被災地である宮城県仙
台市より協同組合仙台卸商センターの青年部であ
る青年経営研究会の鳴海幸一郎会長ら関係者３名
にお越しいただき、「東日本大震災を経験して」
というテーマで、組合として、企業として、そし
て個人としての被災経験をお話いただきました。
　また、第２部のビジネス交流会では、６組合の
青年部・傘下組合員企業から菓子や地酒などの商
品が出展され、第３部の交流会では富山県より亀
井明紀理事・商工労働部次長を来賓にお迎えし、
参加者の懇親を深めました。

宇奈月温泉旅館協同組合かたかご会

接客サービスにおいて活用される英会話を学ぶ

　宇奈月温泉旅館の女将の会「かたかご会」は、３月３日（木）、黒部市宇奈月国際会館セレネに
おいて、本会の女性部研究会事業を活用した英会話研修会を開催しました。
　当日の講師で黒部市国際交流員ゴメズ・ステファニー・マスダ氏からは、「アメリカのホテルの
フロント係は“Welcome to（ホテル名）．Thank you for coming．How may I help you？”（ようこ
そ○○ホテルへ。お越しいただきありがとうござ
います。何かお手伝いしましょうか？）とお客様
をお迎えする。“May I help you?”と言ってしま
いがちであるが、相手には「何か手伝おうか？」
といったような言い方として伝わってしまうため、
冒頭に“How”をつけることで丁寧な言い回しに
なる。」など、接客サービスにおいて活用される
英会話について説明がされました。
　北陸新幹線の開業効果もあり宇奈月温泉を訪れ
る外国人も増加していることから、かたかご会で
は今後も英会話研修会を続けていく予定です。

被災経験を語る鳴海氏

研修会には女将らのほか旅館従業員も多く参加した
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組合だより

庄川ゆずを使ったオリジナルスイーツ「ゆずまる」を地域限定発売
庄川峡観光協同組合　

　庄川峡観光協同組合では庄川オリジナルお土産品の「ゆずまる」の販売を３月３０日（水）より開
始しました。「ゆずまる」は砺波市庄川地区の特産品である「庄川ゆず」をふんだんに使った焼き菓
子で、庄川ゆずの特徴でもある酸味と餡の甘さがバランスよく交じり合った上質な一品となってい
ます。組合では、平成２４年１２月に庄川温泉郷活性化ビジョンを策定し、中期目標として地元特産品
や食材にこだわった庄川オリジナルお土産の開発・販売を掲げ、昨年より高岡市内の菓子製造業者
と共同開発を進めてきました。
　「ゆずまる」は、組合加盟の旅館や施設等の地域限定発売で、１箱８個入りで１，０８０円で販売され
ているほか、一部の旅館ではお茶菓子としても提供されています。なお、発売から２週間ですでに
年間計画の約４割が売れるほどの好評で、原材料の庄川ゆずの調達にも限界があることから、秋の
観光シーズンまで提供が続けられるかが微妙な状況となっており、組合にとっては嬉しい悲鳴とな
っています。

下請ガイドライン講習会を開催
富山県鋳物工業協同組合　

　去る２月２９日（月）、高岡地域地場産業センター（高岡市）
において、富山県鋳物工業協同組合を対象に下請ガイドライ
ン講習会が開催され、同組合の組合員や賛助会員ら約２０名が
受講しました。
　下請ガイドライン講習会は中小企業庁が主催して開催され
たもので、適正取引講習会事務局から講師として派遣された
柴垣直哉弁護士より、鋳物業界が該当する素形材産業取引ガ
イドラインの概要や違反事例について説明がされました。
　「下請ガイドライン（下請適正取引等推進のためのガイド
ライン）」は、下請事業者と親事業者との間で、適正な下請取引が行われるよう、国が策定したガイ
ドラインで、素形材のほか、自動車、産業機械・航空機等、情報通信機器、繊維、情報サービス・
ソフトウェア、広告、建設業、トラック運送業、建材・住宅設備産業、放送コンテンツ、鉄鋼、化
学、紙・加工品、印刷、アニメーション制作業の１６業種が策定されています。
　各業種の下請けガイドラインは下記をご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/guideline.htm

地元住民の「おつかいもの」としても好評 右上のシールは庄川温泉郷のブランドマーク
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 ほっと一息                  
“富山”は運転代行の発祥地

組合Ｑ＆Ａ

理事の辞任届の効力について

　このコーナーでは、日ごろ中央会へ多く寄せられる事業協同組合等の運営に関する質問について
回答とともに紹介します。

　理事が辞任届を提出し、理事会に出席しないとき、その理事は理事会の決定事項に
ついて責任を負わなければならないか。

Ｑ

Ａ 　組合と理事との関係は委任関係であり、その委任関係の終了は相手方の承認を必要
とせず一方的に終了させることができるので、理事は辞任届をもって理事を辞任した
ことになる。
　しかし、中小企業等協同組合法第３６条の２（役員に欠員を生じた場合の措置）の関
係で、辞任により法定数を欠くときは、辞任した理事は、後任者が就任するまでは理
事としての権利義務をもつから、ご質問の欠席した場合は、欠席した理事としての責
任を負わなげればならない。

　「運転代行」とは、飲酒をされたお客様に代わってお客様の車を運
転し、「お客様とお客様の車」をご自宅まで安全にお届けする交通サ
ービスのことで、「飲酒運転根絶」に大きく貢献しています。
　運転代行の発祥地はどこか、諸説がいろいろあるようですが、富山
が発祥地という説が一番有力とされています。
　昭和３０年代、黒部ダムの建設工事従事者たちにとって、月１～２回
の休みの日に黒部の山中から富山市内に出てお酒を飲むのが一つの楽
しみでした。こうした中、作業車を使って山から出てくるお客様に対
し、お帰りの際には飲食店の従業員がお客様の車を運転して目的地ま
で運んで、そして随伴するお店の車で帰ってくるという運転代行の原型が富山の地で出来上がりました。
　このため、全国の代行運転事業者を組合員とするジェイ・ディ共済協同組合は運転代行発祥の地である富
山に事務局を置いています。

～運転代行を選ぶときのポイント～
POINT１　認定番号等の表示
　運転代行事業者の車両（随伴車）の両側面に、①認定を受けた都道府県
公安委員会の名称および認定番号、②自動車運転代行業者の名称又は記号、
③「代行」および「随伴用自動車」の各項目の表示を行うことが法律で義
務付けられています。
POINT２　二種免許ドライバー
　随伴車は普通第一種免許でも運転できますが、お客様の車は二種免許取
得者でなければ、運転することができません。
POINT３　随伴車には乗れません
　随伴車に乗車することは、たとえ駐車場までの短い距離であっても法律で
禁じられています。
POINT４　代行保険への加入
　代行事業者は運転代行専門の保険（共済）に加入することが法律で義務付
けられています。「ＪＤ共済」のステッカーを貼った運転代行事業者を是非ご利用ください。

（情報提供　ジェイ・ディ共済協同組合）

警察庁・国土交通省認可共済

登 録 車 両
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　本会では、去る３月２３日（水）、富山流通会
館（富山市）において、「ものづくり」をテー
マに中小企業の産学官連携セミナーを開催し、
約４０名が参加しました。
　第１部の基調講演では、元マツダ株式会社取
締役購買本部長で元西川化成株式会社代表取締
役社長の稲林章氏より「ものづくり経営の基本
　～競争社会を勝ち抜く原理・原則～」をテー
マに講演いただき、経営危機状態から再建を果
たした西川化成での取り組みを中心に説明いた
だきました。
　第２部では、県内の「ものづくり補助金」採択企業から、株式会社村山製作所の村山昭範社長よ
り「航空分野進出への取組み」をテーマに、また、株式会社なかたに印刷の中谷尚義社長より「印
刷媒体を紙から立体造形へ」をテーマに、それぞれ事例発表が行われました。

中央会いんふぉめーしょん

岡田晃氏特別講演会を開催
　本会では、去る３月２日（水）、富山国際会議場（富山市）において、テレビ東京「ワールドビジ
ネスサテライト（ＷＢＳ）」の元マーケットキャスター兼プロデューサーであり、現在はテレビ・雑
誌・講演などで活躍中の経済評論家の岡田晃氏を招き、「２０１６年の政治経済をズバリ予測」をテーマ
に特別講演会を開催しました。
　講演の中で岡田氏は、「日本の企業は様々な危機を乗り越え、海外での評価も高まりつつあるが、
経済の大転換に合わせて思考回路を転換し、強みを伸ばす取り組みを実施していくことが重要であ
る」と目まぐるしく変わる外部環境の変化に対応することの重要性について述べました。
　本講演会は、協同組合富山県ハイウェイサービスセンターとの共催で開催し、中小企業の経営者
ら約５０名が受講しました。

「ものづくり」をテーマに産学官連携セミナーを開催

講演会会場の様子 講師の岡田晃氏

第１部の稲林章氏による基調講演
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税理士による相談窓口を開設（消費税軽減税率対応窓口相談等事業）
　平成２９年４月から、消費税率の引上げに併せて消費税軽減税率制度が導入される予定です。軽減
税率導入に当たっては、小売業や卸売業等の中小企業・小規模事業者にとって、納税事務や商品管
理における事務負担の増大が見込まれます。また、消費税率の引上げに対する価格転嫁対策も経営
課題となります。このため本会では、国等からの委託を受け、消費税軽減税率対応窓口相談等事業
を実施しています。
　つきましては、軽減税率への対応、消費税率の引上げやそれに伴う制度改正等によって生じる個
別の課題、価格転嫁につながる経営力強化策等に関する特別相談窓口を下記のとおり開設しますの
で、お気軽にご利用ください。
〈開設日時〉平成２９年１月末までの毎週水曜日（祝祭日・年末年始を除く）　１４時～１７時　
〈開設場所〉富山流通会館（富山問屋センター組合会館）
　　　　　　（富山市問屋町１－３－１８　ＴＥＬ：０７６－４５１－９２０１）
〈相 談 員〉北陸税理士会会員の税理士
　　　　　　（ご対応いただく税理士は相談日によって異なります。詳しくは本会ホームページを

ご覧ください。）
〈対　　象〉県内の中小企業・小規模事業者または組合等
〈相 談 料〉無料

賃金制度、労働時間制度、労働安全衛生管理体制等の相談窓口を開設
　本会では、昨年度に引き続き、富山労働局の委託により富山県最低賃金総合相談支援センターを
開設しております。労務面や経営面の課題等のご相談に応じるほか、必要に応じて専門家（社会保
険労務士）の派遣を行います。ご利用は無料です。
★富山県最低賃金総合相談支援センター
〈開設日時〉祝祭日・年末年始を除く平日　９時～１７時　　
〈開設場所〉富山県中小企業団体中央会内
　　　　　　（富山市総曲輪２－１－３　富山商工会議所ビル６階）
〈コーディネーター〉杉本　諭
〈Ｔ Ｅ Ｌ〉０１２０－１０８－３１２（フリーダイヤル）
〈E-Mail〉saichin@chuokai-toyama.or.jp
〈Ｕ Ｒ Ｌ〉https://www.chuokai-toyama.or.jp/saichin/
★高岡出張相談窓口
〈開設日時〉毎週水曜日※　９時～１７時
　　　　　　※月により変更する可能性があります。上記連絡先にお問合せい

ただくか、上記ＨＰでご確認ください。
〈開設場所〉高岡商工ビル８階　８０５号室（高岡市丸の内１－４０）
〈コーディネーター〉杉森　裕
※上記のほかご希望に応じて、県内組合等において出張相談窓口を設置いたし
ます。

★派遣専門家
　　社会保険労務士・中小企業診断士　上田　玲子氏　　特定社会保険労務士　大花　哲仁氏
　　特定社会保険労務士　鎌倉　義則氏　　特定社会保険労務士　坂下　裕子氏
　　特定社会保険労務士　高橋　明美氏　　特定社会保険労務士　中土　政英氏
　　特定社会保険労務士　山中　隆善氏

杉本　諭コーディネーター

杉森　裕コーディネーター
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汽汽汽汽汽汽汽汽汽事務局ペンリレー汽汽汽汽汽汽汽汽
　趣味とまでは言えないが、カラオケが好きです。素面では声も出な
いので、歌うのはもっぱら「飲み会」の席であり、年齢から考えて当
然演歌です。還暦の時に、同級生で伊勢神宮にお参りに行って以来、
月に１～２回、仲の良いカラオケ好き（酒好き）が集まり、「飲み会」
を７人～１１人でワイワイ、ガヤガヤとやっております。（当然この会
は女性かつおばさん中心の会と成ります。）自分は男性歌手の曲も歌い
ますが、女性歌手の曲の方が受けは良い様です。男性が女性の曲を歌
う場合、キーを五つほど上げ、自分の声を一オクターブ下げた方が歌
いやすい様に思われます。同級生を驚かすために、若い世代の歌をと
思い、AKB４８などの曲を歌う事もあります。練習は通勤時の車の中で、
覚えたい曲のCDをリピートにして何回も聞いて覚えます。
　現在は通信カラオケなので、曲数も多く音響も良く色々な機能もあ
り、歌手本人（若い頃の）が歌っているもの、歌の上手さによって歌
える秒数が表示され、下手だと曲が突然止まってしまうもの、コンピューターで採点をする
ものなどあり、色々楽しむことができます。仲間同士で点数を競ったりしていますが、もつ
と力が入るのは点数がゾロ目（５５、６６、７７、８８、９９点など）になるとカップ麺や粗品を出す
店があり、その安い景品を目当てに何曲も歌う事になる。上手い下手は関係なくなり、ひた
すらゾロ目を出すために歌う事となり、当然高い授業料を払う事に成ります。ともあれ楽し
い仲間と語り合い（最近は孫と健康の話が殆ど）、ステージの上で大きい声で歌う事
はストレスの解消にも成り、お腹から声を出す事は体に非常に良いことだと思います。
　皆さん、カラオケで歌って大いに健康に成りましょう。

富山県鉄構工業協同組合
事務局長　四柳　博之
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■富山県からのお知らせ

○内容
　富山県では、富山県中小企業大学校を開講し、中小企業の経営者、後継者、管理者等の方々を対
象とした研修事業を実施しています。社員の単位取得研修に用いるなど、社員研修や管理者研修に
幅広くご活用下さい。
◆開 講 講 座：全２４日間の長期講座及び２～４日間の短期講座
◆受講対象者：中小企業の経営者・後継者・管理者・各部門の担当の方々で、年齢・性別・経験年

数を問いませんが事前の申込みが必要です。
○今後開催予定のコース
・長期コース（経営後継者・幹部養成コース）

平成２８年度富山県中小企業大学校の開講及び受講生の募平成２８年度富山県中小企業大学校の開講及び受講生の募集集

研修科目・会場開　催　日　時
開講式・オリエンテーション９：３０～１０：００７月５日（火）１
管理能力１０：００～１７：００

９：３０～１６：３０７月６日（水）２
管理能力（宿泊研修）
いこいの村磯波風（富山市婦中町細谷１－２）

１３：００～２０：００７月１２日（火）３
９：００～１６：００７月１３日（水）４

労務管理（長期・短期合同研修）９：３０～１６：３０７月２０日（水）５
９：３０～１６：３０７月２１日（木）６

☆経営基本管理９：３０～１６：３０８月３日（水）７
★経営基本管理９：３０～１６：３０８月４日（木）８
★経営基本管理１０：００～１７：００８月９日（火）９

総合研修１３：００～１９：００８月２３日（火）１０
９：３０～１６：３０８月２４日（水）１１

☆財務管理（長期・短期合同研修）９：３０～１６：３０９月１３日（火）１２
９：３０～１６：３０９月１４日（水）１３

経営基本管理（宿泊研修）
いこいの村磯波風

１０：００～１７：００９月２７日（火）１４
９：００～１６：００９月２８日（水）１５

販売管理（長期・短期合同研修）９：３０～１６：３０１０月４日（火）１６
９：３０～１６：３０１０月５日（水）１７

★経営基本管理９：３０～１６：３０１０月２５日（火）１８
★経営基本管理９：３０～１６：３０１０月２６日（水）１９

★財務管理１３：００～１９：００１１月８日（火）２０
９：３０～１６：３０１１月９日（水）２１

総合研修（宿泊研修）
いこいの村磯波風

１３：００～２０：００１１月１５日（火）２２
６：００～１６：００１１月１６日（水）２３

総合研修９：００～１６：００１１月２１日（月）２４ 閉講式・終了証授与・懇談会１６：１５～１７：００

企業の
未来へ
先行投資！
自社の
キーマン育成
応援します
定　　員　２５名
受 講 料　８６，４００円
申込締切　６月２４日（金）

※研修会場は宿泊研修を除き、富山県中小企業研修センター（富山市赤江町１－７）です。
※宿泊研修時の費用１３，０００円は別途ご負担ください。
※聴講生制度について
　　長期コースすべては受講できないという小規模事業者向けに、必修講座を受講したうえで、選択講座を受講（複数選択
可）できる「聴講生制度」を設けていますので、是非ご活用ください。
☆必修講座：１０，８００円　★選択講座：１日つき３，６００円　定員：１５名　申込締切　６月２４日（金）

　虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚

・短期コース
　①女性リーダー養成コース【女性リーダー向け】
　　６月２０日、２１日（２日間）　 受講料：９，６００円　定員：５０名　申込締切　６月７日（火）
　②人材育成・労務管理コース【人事・労務管理担当者向け】
　　７月２０日、２１日（２日間）　 受講料：９，６００円　定員：２０名　申込締切　７月１１日（月）

　８月以降も生産管理コースをはじめ、経理・経営管理に携わる方向けの財務分析コース、今年度
から新たに開講された販売力強化コースなど、様々な講座を開催します。

◆申 込 方 法：ＨＰから応募要領を確認のうえ、お申込みください。
（詳しくは、　富山県中小企業大学校　　検索　　）

◆問い合わせ：富山県商工会連合会　経営支援課（TEL：０７６－４４１－２７１６）
※この研修は、富山県から富山県商工会連合会への委託事業です。

↑↑
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